
の社会保険審査官に対する審査請求を
経て、当審査会に対し、再審査請求を
した。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　障害基礎年金が支給されるためには、
障害の原因となった傷病について初めて
医師又は歯科医師の診療を受けた日（以
下「初診日」という。）において、２０歳
未満であること、又は、国民年金の被保
険者であるか、若しくは、国民年金の被
保険者であった者で、日本国内に住所を
有し、かつ、６０歳以上６５歳未満であ
る者であって、その初診日の前日におい
て、当該初診日の属する月の前々月（初
診日が平成３年５月１日前にある傷病に
よる障害については、当該初診日が属す
る月前における直近の基準月（１月、４
月、７月及び１０月をいう。）の前月。以
下同じ。）までに国民年金の被保険者期間
があり、かつ、①　当該被保険者期間に
係る保険料納付済期間と保険料免除期間
を合算した期間が当該被保険者期間の３
分の２を満たしていること、又は、②　当
該初診日の属する月の前々月までの１年
間のうちに保険料納付済期間及び保険料
免除期間以外の期間がないこと、のいず
れかに該当していること（以下、この①
及び②の要件を「保険料納付要件」とい
う。）、そして、障害認定日又は裁定請求
日におけるその傷病による障害の状態が、
国民年金法施行令別表に定める程度（障
害等級１級又は２級）に該当することが
必要とされている。

２　請求人は、請求人の当該傷病に係る初
診日（以下「本件初診日」という。）は、
昭和◯年◯月頃である旨主張しており、
本件の問題点は、本件初診日がいつかと
いうことである。

第２　当審査会の判断
１　請求人は、本件初診日は昭和◯年◯月

頃である旨主張し、同月◯日、◯◯市所
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主文
　後記「事実」欄第２の２⑵記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、国民年金法による
障害基礎年金の支給を求めるということで
ある。

第２　事案の概要
１　事案の概要

　本件は、統合失調症（以下「当該傷病」
という。）により障害の状態にあるとし
て、障害基礎年金の裁定を請求した請求
人に対し、厚生労働大臣が後記２⑵記載
の原処分をしたところ、請求人が、原処
分を不服として、標記の社会保険審査官
に対する審査請求を経て、当審査会に対
し、再審査請求をしたという事案である。

２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として次の各事
実が認められる。
⑴　請求人は、当該傷病により障害の状

態にあるとして、平成◯年◯月◯日（受
付）、厚生労働大臣に対し、事後重症に
よる請求として、障害基礎年金の裁定
を請求した。
　なお、裁定請求書には、当該傷病に
係る初診日は昭和◯年◯月と記載され
ている。

⑵　厚生労働大臣は、平成◯年◯月◯日
付けで、請求人に対し、「現在提出され
ている書類では、当該請求にかかる傷
病（統合失調症）の初診日が昭和◯年
◯月頃であることを確認することがで
きないため。」との理由により、上記⑴
の裁定請求を却下する旨の処分（以下

「原処分」という。）をした。
⑶　請求人は、原処分を不服とし、標記



認められる。
　また、請求人提出に係る①請求人宛
ての封筒及び在中の書簡は、その体裁
及び記載内容から、◯◯県在住のＦが
ａ病院に入院中の請求人に郵送した書
簡であること、その封筒の郵便切手に
は、平成◯年◯月◯日の消印があるこ
とが認められ、在中の書簡の「一日も
早く元気になり退院される事を祈って
おります」などの記載から、Ｆは、請
求人が入院中に知り合った者であるこ
とがうかがわれる。そして、請求人提
出に係る②ａ病院院長Ｅ名の平成◯年
◯月◯日付けの賞状には、請求人が、
同月の院内テニス大会で優勝した旨が
記されていることが認められ、上記①
及び②の資料が偽造に係るものである
ことを疑うべき事情は見当たらない。

２　上記１の各事情を総合すれば、請求人
がｃ科の専門病院であるａ病院に入院し
たのが、請求人主張の昭和◯年◯月◯日
であると確定することはできないが、遅
くとも平成◯年◯月◯日において請求人
は同病院に入院していたものと認められ、
この認定に反する資料はない。
　また、本件記録により、請求人の保険
料納付要件について検討すると、本件初
診日が、平成◯年◯月◯日及び同日から
遡って１年間のいずれの時期にあったとし
ても保険料納付要件を充足していることが
認められ、更にそれよりも前に本件初診日
があったことをうかがわせる資料はない。
　以上のことを総合考慮すると、本件初
診日は、平成◯年◯月◯日と認めるのが
相当である（同日を本件初診日とするこ
とは、請求人の申立ての範囲内のものと
解される。）。

３　以上の次第で、本件初診日が昭和◯年
◯月頃であることを確認することができ
ないことを理由に請求人の裁定請求を却
下した原処分は、妥当でないから取り消
すこととし、改めて処分権者において障
害の状態及び程度を認定の上、裁定請求
に対する処分をするのが相当である。
　よって、主文のとおり裁決する。

在のａ病院を受診して同日入院となり、
平成◯年◯月頃退院したと陳述するので
検討する。
⑴　ｂ病院ｃ科・Ａ医師作成の平成◯年

◯月◯日現症に係る同月◯日付け診断
書には、当該傷病について初めて医師
の診断を受けた日は「昭和◯年◯月◯
日」と記載されている。しかし、この
記載は、平成◯年◯月◯日の本人の申
立てによるものとされており、請求人
作成の平成◯年◯月◯日付け「受診状
況等証明書が添付できない申立書」に
よれば、ａ病院には診療録が残ってお
らず、受診状況等証明書が添付できな
いというのであるから、上記初診日の
記載を直ちに採用することはできない。

⑵　Ｂ、Ｃ及びＤ作成の各「初診日に関
する第三者からの申立書（第三者証
明）」には、いずれも請求人が昭和◯年
◯月、当該傷病によりａ病院に入院し
た旨を聞いたなどのことが記載されて
いるが、３０年も前のことに係る記憶
の正確性、信用性を認める特段の事情
は見当たらないから、これらによって
本件初診日が昭和◯年◯月頃であると
認めることはできない。
　また、提出された請求人のノートの
記載も、昭和◯年◯月頃に記載したも
のであるか明らかでなく、これをもっ
て本件初診日を請求人主張の日と認め
ることはできない。
　他に本件初診日が昭和◯年◯月頃で
あると認めるに足りる資料はない。

⑶　一方、本件記録によれば、ａ病院は、
Ｅ医師が院長を務めるｃ科の専門病院
であることが認められるところ、当審
査会が取り寄せたｂ病院の請求人に係
る診療録には、初診である平成◯年◯
月◯日の記載として、現病歴欄の冒頭
に「ａ病院に◯年余入院。その後通院
していたがＤｒ．クスリに対する不信
が強く断薬していたところ調子が悪く
なり」との記載があることから、請求
人はかつてａ病院において当該傷病と
診断され、◯年余入院していたものと




